
辺町君
、
諸
般
に
路
郁
し
て
功
あ
り
、
俸
を
増
す
こ
と

三
次
に
し
て
=
一
百
五
十
石
に
歪
っ
た
。
天
保
三
年
正

万
四
日
間
担
す
る
時
六
十

一
。
自
ら
訟
し
て
石
一政
軒
昨

鬼
夜
中
間
士
と
い
う
た
の
は
、
そ
の
鋭
を
集
め
た
も

の
で
あ
る
。

セ
ン
ピ
ヨ
ウ
キ
ハ
ン
占
病
規
範
一

一加
。
引
上

敬
斜
活
。
閥
易
の
詞
笈
象
忽
を
以
て
、
病
候
の
大
略

を
断
ず
る
占
術
宇
-
起
し
た
も
の
。
務
士
関
窓
努
の
序

が
あ
b
、
自
序
に
文
化
十
三
年
加
賀
到
上
教
観
と
あ

る
。
こ
の
若
者
に
は
、
向
周
易
相
剛
山
静
・易
尽
震
fF4
・古

易
叉
言
僻
・易
祭
附
雨
考
等
が
あ
る
。

セ
ン
プ
タ
ジ
事
福
寺

石
川
郡
中
拠
棚
田
に
在
る

部
首
問
。
郷
村
名
義
抄
に
、
佐
古
此
の
既
に
専
翻
寺
が

あ
っ
た
か
ら
の
村
名
で
あ
る
と
す
る
。

セ
ン
プ
ク
ジ

泉
繭
寺

湖
咋
部
資
総
に
在
っ
て
、

誕
祭
京
滋
に
邸
す
る
。

セ
ン
プ
タ
ジ

泉
一一関
寺

鹿
島
郡
芹
川
に
在
っ
て
、

居
間
宗
京
振
に
関
す
る
。

ゼ
ン
プ
h
y
ジ

菩一日嗣寺

金
搬
材
木
町
に
在
っ
て

探
宗
取
扱
に
邸
す
る
。
健
闘
限
時
起
勝
寺
知
岱
笠
間
配

の
四
子
版
刷
出
之
を
石
川
町
州
大
桑
に
建
て
、畠
胤
・敬
防

相
裂
い
だ
。
点
平
二
年
の
野
上
に
、
能
寺
の
附
漢
を

本
願
寺
存
如
の
末
子
版
光
と
す
る
も
の
は
誌
で
あ

る
。
後
関
長
六
年
寺
を
今
の
地
に
移
し
た
。
引
に
之

を
大
桑
菩
蔚
寺
と
帯
す
る
。

セ
ン
プ
歩
ツ
ネ
h
F
ダ

千

語
経
忠
逝
癖
久
太
夫
。

元
時
十
一

年
養
父
友
丞
の
也
知
五
百
石
を
得
て
大
小

絡
に
斑
L
、
台
所
属
中
行
を
経
、
卒
保
十
二
年
政
問
山
附

物
問
削
と
し
て
百
石
を
加
へ
、迭
に
大
組
闘
に
歪
り
、

延
平
二
年
七
且
朔
日
六
十
九
段
を
以
て
裂
し
た。

セ
ン
プ
ク
ヨ
シ
ハ
ル
千
一一暗義春

逝
務
長
左
衛

門
。

そ
の
父
は
越
前
の
人
足
利
式
部
大
剛
の
男
千
制

法
江
。
天
正
十
二
年
前
田
利
長
に
仕

へ
、
千
五
百
石

セ
ン
ーー
ソ
ウ

を
領
し
て
足
斡
闘
と
な
り
、

一
た
び
浪
人
の
後
文
部

一

ゼ
ン
ミ
ヨ
ウ
イ
ン

菩
妙
院

金
滞
米
郎
町
に
在

B
L、
抗
百
石
を
受
け
て
足
軒
聞
に
復
し
、
流
永
十

一
っ
て
、
日
純
一
宗
に
臨
す
る
o
明
治
十

一
日
ヰ
武
説
二
本

四
年
夜
。
子
係
七
代
八
十
苦
に
煎
h
J
、
幼
少
で
組
矢

一
日
制
承
敬
寺
塔
中
の
語
妙
院
を
向
。
孔
た
も
の
で
あ
る
。

久
太
夫
純
忠
の
除
三
の
一
青
間
関
ぎ
、
延
町
千
三
年
早
川

一

セ
ン
ミ
ヨ
ウ
ジ

事
明
寺

mm
咋
郡
今

mに
在
つ

し
て
断
絶
し
た
。

一
て
、
認
宗
掠
探
に
邸
す
る
。

セ
ン
プ
ホ
ウ
エ
千
部
法
愈

税
政
の
附
三
月
イ

一

セ
ン
ユ
ウ

宣
諭

l
z
ヨ
ジ
ヨ
ウ
如
来
。

三
日
か
ら
サ
コ
日
に
L

中
る
聞
に
は
、
減
下
守
川
の
日

一

ゼ
ン
ユ
ウ

範
雄
』
〆
イ
エ

ソ
ゼ
Y

ユ
ウ

大

問
問
宗
寺
院
に
千
部
法
舎
が
あ
り
、
間
且
八
日
か
ら
十

一
悶
翻
則
。

七
日
ま
で
は
卯
反
の
日
間
山
宗
等
院
に
同
じ
〈
千
郎
法

一

セ
ン
ユ
ウ
ジ

専
融
寺
石
川
淵棚
上
辰
巳
に
在
つ

曾
が
あ
っ
た
。
こ
の
法
耐
の
後
に
は
大
路
供
躍
が
行

一
て
、
回
目
宗
斑
仮
に
回
す
る

0
4と
綱
同
部
地
印
刷
町
に

は
れ
た
。

一
軒
た
が
、
明
治
サ
京
年
今
の
地
に
移
っ
た
。

ゼ
ン
ポ
ウ
ジ

菩
法
寺

羽
咋
郡
赤
匂
に
あ
っ
て
二

ゼ
ン
ヨ
ト
ウ
ロ
タ

鵡
絵
套
鋒

一
冊
。
正
徳
四

氏
自
前
東
振
に
邸
す
る
。

一
年
大
采
寺
沼
山
話
。
阿
難
問
子
何
法
考
・片
岡
飢
人
考

セ
ン
ポ
ン
マ
ツ
千
本
松

江
川
旧
梢
小
坂
に
在
つ

一
等
の
如
〈
、
帥
門
の
別
叫
に
就
き
考
程
し
た
も
の
。

た
。
江
沼
志
稿
に
、
こ
の
村
領
に
千
本
松
と
い
ふ
女

一

セ
ン
リ
ュ
ウ

潜
航

J
Y
ユ
ウ
ザ
ン
セ

γ
リ
ユ

松
が
あ
り
、
総
元
の
廻
b
一
』
尺
八
寸
、
吃
水
刊

一
本
、
一
ウ
胤
山
前
向
。

高
さ
二
丈
許
、
枝
々
繁
茂
し
臨
恨
め
て
制
純
で
あ
る
と

一

セ
ン
リ
ュ
ウ
ジ

泉
創
出
寺
金
町
内
大
凶
川
に
在
つ

犯
す
る
。

一
て
、
民
宗
附
剛
被
に
臨
す
る
0

・も
と
別
出
制
跡
宮
寺
村

セ
ン
ミ
ヨ
ウ
千
妙

」

シ
ラ
ヤ
マ
キ
白
山
抱

一
に
在
っ
た
が
、
明
治
七
年
今
の
加
に
移
っ
た
。

会一
、
若
者
)
O

一

セ
ン
リ
ュ
ウ
ジ

泉
地
叫
寺
羽
吋
郷
子
捕
に
在
つ

セ
ン
ミ
ヨ
ウ

宣
明

尽
宗
東
祇
の
併
。
関
東
院

一
て
、
印
刷
宗
に
邸
す
る
o
金
抑
従
闘
司

E
悔
匡
却
の

と
僻
し
た
o
越
巾
瑚
彼
制
小
院
潮
見
の
在
。

初
め
金

一
陪
山
町
で
、
安
永
八
年
之
骨
建
立
し
、
附
山
軍
政
の
位

相
附
に
出
で
a
h

木
公
屋
長
右
衛
門
に
刊
へ
、
そ
の
制
那

一
脚
宇
安
む
し
た
。
能
積
誌
に
.『
子
補
村
武
川
許
山
手

間
長
寺
の
閥
旋
に
よ
り
河
北
油
入
山
滋
お
(
今
の
法

一
に
、
叩
池
唯
的
と
い
ふ
に
、
泉
加
寺
と
い
ふ
翻
世
間
の
新

聞
寺
〉

の
益
子
と
な
り
、
十
八
日
批
両
氏
伊
知
に
入
つ

一
寺
建
立
あ
り
o
n
E
は
金
将
詑
国
寺
隠
民
日
お
和
向
、

て
県
ん
だ
。
後
天
明
七
年
越
申
・
両
附
の
削
疋
寺
に
佐

一
近
年
凶
器
あ
・り
て
、
務
雲
院
肢
の
御
拶
常
一
あ
り
。
』
と

L
、
寛
政
三
年
録
制
帥
と
な
り
、
五
年
制
献
に
地
み
、

一
あ
る
。

文
化
八
年
部
間
に
限
っ
た
。
文
政
四
年
抗
月
絞
、
手

一

年
七
十一

一
。
宣
明
諸
終
そ
究
め
、
特
に
供
舎
に
詳
し

一

か
っ
た
の
で
、
間
に
供
舎
質
問
と
舌
は
れ
、
締
説
す

一

る
閉
山
が
多
い
。

ゼ
ン
ミ
ヨ
ウ

公
稲
部
曲
。

綴
酋

』
ド

シ
ズ

イ
ゼ
Y

ミ
ヨ
ウ

セ
ン
リ
ヱ
ウ
ジ

泉
龍
寺

山
品
川
川
府
中
に
在
っ

て
、
官
制
宗
に
臨
す
る
。
寺
犯
に
、
元
利
六
年
簸
来

寺
七
代
稿
翁
の
創
立
と
す
る
。

セ
ン
リ
ュ
ウ
ジ

事
隆
寺

て
、
提
出
間
取
仮
に
臨
す
る
。

セ
ン
リ
ュ
ウ
ジ
仙
龍
寺

て
、
武
宗
東
証
聞
に
邸
す
る
。
明
治
」1
二
年
六
周
寺
蹴

の
公
務
を
許
さ
れ
た
。

セ
ン
リ
ュ
ウ
ジ

潜
龍
寺

石
川
柳
小
柳
に
在
っ

て
、
園
出
宗
東
荻
に
留
す
る
o
明
治
十
三
年
六
月
均
脱

会
棋
の
許
可
を
得
、
三
十
一
年
今
の
地
に
制
じ
、
三

十
四
年
十
一
且
寺
悦
に
改
め
た
。

ゼ
ン
リ
ュ
ウ
ジ

襲
隆
寺

金
持
野
間
帯
叫
に
在

っ
て
、
窓
光
山
と
蹴
し
、
日
部
一
宮
山
に
関
す
る
。
寺
犯

に
、
お
寺
の
開
組
は
立
像
寺
三
代
日
悼
の
弟
子
議
光

坊
で
、
覧
永
二
十
年
に

，I
品
開
寺
境
内
に

草
路
在
建

て
、
後
間
田
安
二
年
京
都
京
本
寺
の
末
寺
と
な
っ
て
苦

悩
批
を
受
け
た
と
あ
る
。

ゼ
ン
リ
ュ
ウ
ジ

芸
能
寺

岡
崎
主
制
輪
島
に
在
っ

て
、
国民宮
市
東
振
に
歯
す
る
。

セ
ン
リ
ヨ
イ
ツ
ト
ヲ
千
慮

一
得

七

加

。
有
開

設
点
が
延
卒

・
先
延
聞
の
若
で
、
桝
押
ら
淑
制
を
論
じ

た
も
の
で
あ
る
。

ゼ
ン
リ
ヨ
ウ
イ
ン

善
良
院

加

引
い
務
相
街
六
代

前

mt口
徳
側
室
石
川
氏
の
法
鋭
。
訴
し
く
は
茜
良
悦

消
心
日
芳
大
制
定
尼
。

ゼ
ン
リ
ン
ジ

菩
林
寺

石
川

m四
十四山
の
土
人

の
口
碑
に
、
音
こ
の
村
の
領
に
止
制
寺

・
諮
材
寺
と

て
、
何
れ
も
天
台
の
側
聞
が
あ
っ
た
と
仰
へ
る
が
、

普
林
寺
の
文
芋
は
艇
か
で
な
い
。

ゼ
ン
リ
ン
ジ
リ
ヨ
ウ

践
林
寺
領
河
北
山
小
坂

庄
が
、
京
都
観
林
寺
に
街
地
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
永

仁
七
年
三
且
の
組
山
天
皇
起
都
文
に
見
え
る
。

刑
制
咋
郡
吉
附
に
在
つ

ソ

石
川
抑
制
出
任
に
在
つ

ソ
ウ

曾
字

江
泊
仰
山
中
谷
に
四
闘
す
る
部
叩
問
。

四
七
五


